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閣総第266号－2

令和4年5月27日

林弘法律事務所

弁護士山中 理司 様

内閣総理大臣

岸田 文歯

情報公開・個人情報保護審査会への諮問について（通知）

行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条の規定に基づく開示決定等に対する

次の審査請求について、同法第19条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に

諮問したので、同条第2項の規定により通知します。

1審査請求に係る行政文書の名称 国会同意人事案に関して国会の同意を得る際に使用してい

るマニュアルその他の文書（最新版）

2審査請求に係る開示決定等 （1）開示決定等の日付・記号番号

令和4年2月24日 ・閣総第80号

（2）開示決定等した者

内閣官房内閣総務官 大西証史

（3）開示決定等の種類

不開示決定

3審査請求 （1）審査請求日

令和4年2月25日 （3月1日受付）

（2）審査請求の趣旨

本件不開示決定を取り消すとの決定を求める。

令和4年3~月平日 ・令和4年(行情)諮問鐇奉号4諮問日・諮問番号

担当課等：内閣官房内閣総務官室（調整担当）

〒100-8968東京都千代田区永田町1-6-1

nLO3-5253-2111 (内線85160)


